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○
お
問
い
合
わ
せ 

・
茨
城
司
法
書
士

　
☎
０
２
９
（
２
２
５
）
０
１
１
１

・
茨
城
土
地
家
屋
調
査
士
会

　
☎
０
２
９
（
２
５
９
）
７
４
０
０

・
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　
☎
０
２
９
６

（43）
３
９
３
５

　
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
）
は
、

地
方
税
の
手
続
き
を
電
子
的
に
行
う

シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
地
方
税
の
申
告
を
窓
口
に
出
向
く

こ
と
な
く
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税

理
士
事
務
所
等
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○
主
な
対
象
税
目

・
法
人
市
町
村
民
税

・
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

・
個
人
住
民
税
（
給
与
支
払
報
告
書

や
特
別
徴
収
関
連
手
続
）

○
利
用
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
前
０
時

　（
土
日
祝
日
、年
末
年
始
日
を
除
く
）

※
詳
し
い
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（https://w
w

w
.eltax.lta.

go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
一
般
社
団
法
人
　
地
方
税
共
同
機
構

　
☎
０
５
７
０
‐
０
８
１
４
５
９

相

談　（
総
務
課
）

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
、
福
祉
、
教
育
、

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個

人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
い

て
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎

（84）
３
５
９
５
（
直
通
）（

産
業
課
）

　
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ
ん
の
消

費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決
に
向
け

た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
専
門
の
相

談
員
へ
の
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

○
日
時
　
12
月
11
日
㈬

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里
　

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

消
費
生
活
相
談

生
活
相
談

（
健
康
福
祉
課
）

　
町
で
は
障
害
者
（
児
）
や
そ
の
ご

家
族
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ

の
方
に
合
わ
せ
た
情
報
の
提
供
・
助

言
を
行
っ
て
い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
専
門
の
相
談
員
が

配
置
さ
れ
、
身
体
的
・
知
的
・
精
神

的
な
ど
の
障
害
に
つ
い
て
、
障
害
者

（
児
）
が
か
か
え
る
様
々
な
悩
み
・
問

題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
等
で
予
約
い
た
だ

け
れ
ば
、
自
宅
訪
問
も
可
能
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
12
月
6
日
㈮

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
不
動
産
の
相
続
登
記
を
せ
ず
に
放

置
し
て
お
く
と
、
権
利
関
係
が
複
雑

と
な
り
、
後
に
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が

起
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
次
世
代
の
子
ど
も

た
ち
に
相
続
登
記
を
し
ま
せ
ん
か
。

障
害
者
相
談示示

掲掲

板板

相
続
登
記
は
お
済
で
し
ょ

う
か
？ 

地
方
税
の
申
告
は

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
が
便
利
で
す

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

「
広
告
」
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か
？

「町公式ホームページ」の公共性を
損なうおそれのない企業及び個人
（町内外は問いません）
各月の１日から末日までの１か月を
単位とし、連続する最長期間は、12
か月とします。

町公式ホームページのトップ画面で
町が指定した位置とします。

1枠　1か月　10,000円

　3か月以上連続して掲載する場合の掲載料金は次のと
おりとなります。
⑴ ３か月連続して掲載する場合　１か月につき9,000円
⑵ ６か月連続して掲載する場合　１か月につき8,000円
⑶12か月連続して掲載する場合　１か月につき7,000円

○お問い合わせ　総務課　広報戦略G　☎（84）1111（内線226）

広告掲載
内容

広告掲載
内容

広告掲載
期間

広告掲載
箇所

広告掲載料


